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SDGsの自己目的化と、消費者教育の実効性低下に関する重大な懸念

⚫︎ 意見内容

本計画（案）では、消費者教育の取り組みの一部としてSDGs（持続可能な開発目標）が位置付けられています。しかし、この位置付けについては、
国際的な動向や消費者教育の本来目的を踏まえたとき、SDGsが「手段」ではなく「目的」へと自己目的化しているのではないかという強い懸念を抱
かざるを得ません。
SDGsは本来、国際社会や国家レベルで課題を整理するための参照枠組みであり、地方自治体の個別施策や市民教育の成果を直接測るためのものでは
ありません。にもかかわらず、日本の自治体計画では、SDGsに「取り組んでいること」自体が評価対象となり、なぜSDGsを用いるのか、用いなけれ
ばならない理由は何かといった検証が十分になされないまま、計画文書に組み込まれている例が少なくありません。
実際、欧米諸国では、消費者教育や消費者保護政策においてSDGsという用語が前面に出ることは稀であり、・詐欺・不当取引の防止・デジタル市場
における消費者保護・グリーンウォッシュ対策・事業者規制と執行強化といった、具体的かつ実務的な課題設定と制度設計が中心となっています。
近年では、SDGsやESGといったスローガン的用語を掲げること自体が、実態を伴わない形式主義として批判され、あえて使用を控える動きも見られ
ます。
このような国際的潮流を踏まえると、SDGsを市民向け消費者教育の中核概念として据えることは、世界標準に即しているというよりも、日本の行政
内部で完結した評価軸に依存している状態と受け取られかねません。すなわち、「消費者被害が減ったか」「判断力が向上したか」という本来の成
果ではなく、「SDGsを計画に書き込んだか」「SDGs関連事業を実施したか」が、暗黙の達成目標になってしまう危険性があります。
これは、行政計画として極めて重大な問題です。手段であるはずの概念が目的化した時点で、施策の有効性検証は形骸化し、結果として市民にとっ
ての実質的な利益が見えなくなります。
消費者教育において求められるのは理念の共有ではなく、現実の消費場面で被害を回避できるかどうかという実効性です。

以上を踏まえ、本計画においては、SDGsを前提条件や象徴的枠組みとして組み込むこと自体を見直し、・消費者保護・判断力・契約理解力の育成・
被害の未然防止と早期相談といった本来の目的に直結する内容を中心に再構成することを強く求めます。環境配慮や倫理的消費についても、SDGsと
いう用語を用いず、具体的な行動や制度、選択の結果として示す方が、行政評価としても市民理解としても合理的であると考えます。
消費者教育推進計画は、「何を掲げているか」を示す文書ではなく、「何が変わったか」を問われる文書であるべきです。SDGsが自己目的化する余
地を排し、実効性を最優先とした計画へと見直されることを求めます。

本計画は，消費者被害の未然防止や判断力・契
約理解力の向上など，消費者教育の実効性を高
めることを目的とするものであり，「SDGsに関
連する事業の実施」や「SDGsの理念の普及」自
体を目的として掲げるものではありません。

ご指摘を踏まえ，計画案８ページに記載してい
るSDGsに関する記述については削除いたしま
す。また，２ページの「消費者市民社会」に関
する記載については，持続可能な社会の実現に
向けた社会的な機運の高まりという趣旨を踏ま
えつつ，SDGsという用語を用いない形で表現を
整理する方向で修正いたします。

なお，本計画の推進に当たっては，「何を掲げ
ているか」ではなく「何が変わったか」という
観点を重視し，消費者被害の減少や主体的な判
断力の向上といった具体的成果につながる取組
を着実に進めてまいります。

貴重なご意見として，今後の施策推進の参考と
させていただきます。
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